
熊本県児童家庭支援センター運営業務委託公募型プロポーザル募集要綱 

 

１ 業務の概要 

（１）業務の名称 

熊本県児童家庭支援センター運営業務 

（２）目的 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のう

ち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村

の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護

者に対する指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に

行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（３）事業内容 

別添「熊本県児童家庭支援センター運営業務委託仕様書」のとおり 

（４）契約期間 

契約日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 

※ただし、新規での委託となる場合、契約の始期から最長１か月間の開設準備期間を 

設けることができる。 

 （５）募集する地域及び設置場所 

   下記地域に各１か所設置することとし、地域ごとに受託候補者を決定する。 

   ➀阿蘇・菊池地域（阿蘇市、阿蘇郡、菊池市、菊池郡、合志市） 

   ➁水俣・芦北地域（水俣市、葦北郡） 

   ➂天草地域（天草市、上天草市、天草郡） 

 

２ 予算額上限（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

１（５）①の地域 48,219千円 

（内訳）令和８年度、令和９年度及び令和１０年度：各16,073千円 

１（５）➁の地域 54,834千円 

  （内訳）令和８年度、令和９年度及び令和１０年度：各18,278千円 

１（５）➂の地域 50,424千円 

  （内訳）令和８年度、令和９年度及び令和１０年度：各16,808千円 

本提示額は、提案に当たっての上限となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範

囲内で決定することとなり、提示した額とは必ずしも一致しない。 

 

３ 参加の資格要件 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者

でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されて

いる者でないこと。 

（３）県が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（４）暴力団関係事業者等であることにより、県が行う競争入札等への参加を除外されてい

ないこと。 

（５）暴力団関係事業者等でないこと。 

（６）宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。また、特定の公職者（その候補

者を含む）若しくは政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的とする団体

でないこと。 

（７）次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

ア 県税 

イ 本部が所在する都道府県の事業税（県税の納付義務がある場合を除く。） 



ウ 消費税及び地方消費税 

（８）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を

除く。） 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（９） 法人格を有していること。 

 

４ 審査基準 

（１）運営方針 

 ・児童福祉施策、社会的養育、児童虐待の現状等に関する理解ができており、本事業の趣

旨を正確に理解した提案内容となっているか。 

（２）業務処理体制 

・児童に係る相談業務に関する専門的な知識、経験及びノウハウ等を有しているか。 

・有資格者や実務経験年数を有する等、適切な職員配置体制が整っているか。 

・職員の相談・支援等の技術等向上に向けて、どのように取り組むか。 

・適切な個人情報の管理が確保されているか。 

・休日及び夜間、緊急時の対応や一時保護等を迅速かつ適切に行うことができるような支

援体制が整っているか。 

・児童相談所、市町村、学校、警察その他関係機関との連携その他の支援体制が整ってい

るか。 

（３）事業内容 

・地域・家庭からの相談に応じ、援助計画を作成し、計画的な援助の実施を図る体制・方

法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 

・市町村の求めに応じ、要保護児童対策地域協議会と共同し、適切な支援を行う体制・方

法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 

・児童相談所から指導委託を受けた場合、児童相談所と密接な連携をとり、適切な支援を

行う体制・方法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 

・目的や利用方法等について、地域住民が理解しやすいように工夫された広報活動になっ

ているか。 

 （４）その他 

  ・年間所要額が適切か。 

  ・持続可能な社会の実現に寄与する熊本県公契約条例第３条第３項及び同条第４項に基づ

く取組を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 公募手続の流れ 

日 程 内 容 

令和８年１月   ６日（火） 公募開始 

令和８年１月 １３日（火） 質問票受付〆切 

令和８年１月 １６日（金） 質問に対する回答を県ホームページで公開 

令和８年１月 ２３日（金） 参加申込書提出期限 

令和８年１月 ３０日（金） 企画提案書、事業者の取組に関する申出書提出期限 

令和８年２月 １６日（月） ヒアリング審査 

令和８年２月下旬 

受託候補者決定・仕様書協議等 

・（必要に応じて）児童家庭支援センター設置許可申請 

・（必要に応じて）設置認可 

令和８年３月上旬 
・事業費見積書の提出 

・契約の締結 

令和８年４月１日（水） 業務開始 

 

６ 参加申込書及び企画提案書の提出等 

事業の委託にあたり、企画提案参加希望者から事前に参加申込書及び資格審査書類を徴取

し、審査の結果、資格を有する希望者には、児童家庭支援センター運営業務委託に係る審査

委員会が行うヒアリングへの出席を要請する。 

（１）担当部局（提出・問い合わせ先） 

熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課 子ども福祉班 

住所：〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

電話：０９６－３３３－２２２８ 

FAX ：０９６－３８３－１４２７ 

メールアドレス：yoshizawa-r@pref.kumamoto.lg.jp 

（２）参加申込書・資格審査書類 

提出期限：令和８年（２０２６年）１月２３日（金）午後５時（必着） 

提出場所：（１）に同じ 

提出書類：① 参加申込書（様式１） 

     ② 履歴事項全部証明書 

     ③ 消費税及び地方消費税納税証明書 

     ④ 都道府県税納税証明書               

     ⑤ 財務諸表（損益計算書、貸借対照表）の写し 

     ⑥ 社会保険等加入状況確認書（様式２） 

⑦ 誓約書（様式３） 

提出方法：持参または郵送とする。 

（３）企画提案書の提出を要請する参加者等への通知 

提出された参加申込書の内容を審査し、資格要件を満たしている者には参加要請の通知

を、資格要件を満たしていない者についてはその旨を通知する。 

（４）企画提案書、事業者の取組に関する申出書 

提出期限：令和８年（２０２６年）１月３０日（金）午後５時（必着） 

提出場所：（１）に同じ 

提出書類：①企画提案書 ※Ａ４版縦、長編綴じ（左綴じ）とする。 

     ②事業者の取組に関する申出書（様式４） 

 



提出部数：①企画提案書 ６部（正本１部、副本５部） 

※ 副本５部については、複写機による正本の写しで可。 

     ②事業者の取組に関する申出書 １部 ※必要な書類を添付すること。 

提出方法：持参または郵送とする。 

 

７ 受託候補者の決定方法等 

審査委員会が、企画提案者から企画内容等についてヒアリングを行い、企画提案書及びヒ

アリングの内容をもとに、審査基準に沿って審査・評価を行い、審査委員会で審議の上、受

託候補者を決定する。 

選定結果については、全ての企画提案者に対して通知する。 

 

８ 契約に関する基本的事項 

（１）提案内容の修正 

受託候補者の企画提案の内容は、契約締結時に修正・変更が加えられる場合がある。 

（２）見積書の提出 

受託候補者に対して、所定の手続きを経た上で、当該事業に関する見積書の提出を依頼

する。 

（３）契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上とするが、免除する場合がある。 

（４）契約書及び業務処理要領 

受託候補者に対して別途提示する。 

 

９ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円 

（２）契約書作成の要否 

   要 

（３）無効となる提出書類 

参加申込書、企画提案書及び付属資料が次の事項のいずれかに該当する場合には無効と

なることがある。 

① 本要綱で規定する提出期限、提出場所及び提出方法に適合しないもの 

② 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

④ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（４）審査委員会によるヒアリング 

提出された企画提案書の内容について審査委員会がヒアリングを行う。ヒアリングの日

時、場所は別途通知する。ヒアリングに出席しない場合は、その旨連絡すること。 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 

６（１）に同じ 

（６）その他留意事項 

① 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、企画提案者の負担とする。 

② 審査委員会のヒアリングに出席しなかった場合の企画提案は無効とする。 

③ 提出された参加申込書は、企画提案参加申込者の参加資格の審査以外に、また、企画提

案書は受託候補者の選定以外には、申込者及び提案者に無断で使用しないものとする。 

④ 提出された書類は、企画提案参加申込者の参加資格の審査及び受託候補者の選定を行う

作業に必要な範囲又は返却する場合において、複製を作成するものとする。 

⑤ 提出期限以降における参加申込書、企画提案書及び添付書類の差替え及び再提出は認め

ない。 



⑥ 提出された参加申込書及び企画提案書は返却しないものとする。 

⑦ 受託候補者として選定された事業者を公表できるものとする。 

⑧ 公平性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表できるものとす

る。 

⑨ 企画提案書作成のために県から受領した資料は、県の了解なく公表・使用することはで

きないものとする。 

⑩ 予算が成立しなかった場合、事業を中止する可能性がある。 


